
第 4 章 騒 音

第 乍 節 騒音 の 現況

騒音は各種公害のなかで も 日 常生活に特に関係の深い公害問題であ る が、 その発生源は

多種多様であ り 音量、 音質、 発生時間に よ う て受ける 被害 も 異なる た め 、 多数の苦情が発

生 してい る 。

昭和 5 0 年度の公害苦情件数 2 0 7 件の う ち騒音苦情は 3 7 件 ( 1 8 . 8 % ) であ り 、 昨

年の 5 6 件 に比 し若干減少 してい る 。

苦 情の内容を発生源別に見 る と 金属、 機械、 木材加工工場等か ら発生する 騒音が多 く 、

ま た住居地域では ク ー リ ン グ タ ワ ー 、 ク ー フ 一等のモ ー タ ー音が主要な発生源 と な ら てい

る 。 こ のほか特に ･一部地域で は大型自動車走行に伴 う 騒音が問題 と な っ てい る が、 今後共

自動車の保有台数、 走行量の増加、 車の大型化等に伴うて騒音によ る 被害発生が増加する も

の と 考 え られる 。

表 2 9 一般的な騒音 レベル

ホ ン 伏 況

1 4 0 極度の聴力障害

1 3 0 最大可聴限界

1 2 0 飛行機のエン ジ ンの近 く

1 1 0 自動車の ク フ ク シ ョ ン 、 船の機関室内

1 0 0 高速列車の近傍

9 0 組立工場、 やかま しい地下鉄

8 0 交通のは げ しい交差点

7 0 電話のベル ( 1 m )

6 0 会話 ( 1 m ) 、 一般の事務室内

5 0 普通の事務室、 静かな住宅地

4 0 静かな図書館

3 0 深夜、 フ ジオ ･ プ レビ放送のス タ ジ オ内

2 0 人の さ さ や き

1 0 木の葉の音
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図 1 7 主な機械の騒音 レベル

( 単位 ホ メの、 距離 1 m )

70 80 90 1 00 1 10 ホ ン

圧 延 機 械

製 管 機 械

ベ ンブ~ ィ ン グマ シ ン

液圧プレ ス

機械プレ ス

せ ん 断 機

鍛 造 機

ワ イ ヤ ー ホ オ ー ン

ブ フ ス ト

タ ン ブ フ ー

空中圧縮機

送 風 機

織 機

コ ン ク リ ー ト プ ラ ン ト

ア ス フ ァ ル ト プ フ ン ト

穀物用製粉機

ド フ ム ノモー カ ー

チ ッ ノ マ ー

砕 木 機

帯の こ盤、 丸の こ盤

か ん な 盤

抄 紙 機

印 刷 機 械

射出形成機

鋳型造型機

ングマ シ ン

' ‘

･L -

一 4 6 ~



図 1 8 建設作業の騒音 レベル

騒音 レベル 距離 1 o m
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コ ン ク リ ー ト ブ レ ー カ ー

ア ー ス オ ー ガ 60

コ ン ク リ ー ト プ フ ン ト

コ ン ク J ー ト ミ キ サー車
事

ア ス フ ァ ル ト プ フ ン ト

リ ベ ッ ト

イ ンノ ぐ ク ト レ ンチ

【 空気圧縮機

　
出所 公害白書 ( 昭和 4 6 年度版 )
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自動車騒音調査

昭和 5 0 年 6 月 環境週間 ( 6 月 5 日 ~ 1 1 日 ) の行事の一つ と して 、 鳥取市、 倉吉市、

米子市の市街地の中心地点において 自動車排出ガス調査 と 併せ、 自 動車騒音の測定を実施

した 。 結果は表 3 0 の と お り であ る 。

各測定点 と も 連行車両台数に比例して増減がみ られる が、 騒音 レベルは 6 3 ~ 7 6 ホ ン

ので昨年の調査結果 ( 6 5 ~ 7 5 ホ ン翁 ) と ‘漱ぎ同 じ数値を示 してい る 。 こ れ ら の測定値

は 、 交差点付近で測定 したた め 、 通常の 自動車走行バタ ー ン と 異な っ てい る こ と も あ う て

環境基準を上回 っ てい る が各地点 と も 5 回 の測定値の平均値は 自動車騒音に係 る 許容限度

を下回 っ てい る 。

　

も

表 3 0 自 動車騒音測定結果

市名 測 定 地 点
騒音 レベルA 中央値 ( ホ ン A ) 車 両 数

(ム/10 分)
測定年月 日

最 低 最 高 平 均

鳥取市
鳥 取 駅 前 7 1 7 5 7 2 1 4 8

S 50 6 5

日交旅行セ ン タ ー前 7 2 7 5 7 3 3 5 0

み か ど 会 館 前 7 1 7 6 7 2 1 9 4

鳥 取 県 庁 前 6 9 7 2 7 0 1 4 8

五 蔵 円 前 6 7 7 6 7 0 1 2 2

倉吉市
小 林 薬 局 前 6 8 7 3 6 9 1 1 2

S 5 0 6 1 0

2
6 1 1

倉 吉 駅 前 6 3 7 0 6 7 1 0 2

宮 川 町 ロ ー タ J - 6 8 7 1 6 9 2 4 4

米子市
高 島 屋 前 7 1 7 2 7 1 3 4 0

S 50 6 9

2
6 1 0

山陰合銀米子支店前 6 9 7 1 7 0 1 6 0

中 国 電 力 前 7 0 7 3 7 2 2 5 2

茶 町 角 7 1 7 4 7 1 1 6 0

米 子 駅 前 6 9 7 2 7 0 1 1 6

表 3 1 自動車交通量の推移 ( 県道路課調べ )

市名 路 線 名 観測地点名

自 動 車 台 数
対年

同比題 撃 鵯 皹 燧 雛 雌 璃 朧

鳥取市
一般国道2 9号

" 5 3号

主 要 地 方 道
鳥取停車場線
一般県道西町
鳥取停車場線

鳥取市東町

富安町

永 楽
温泉町

瓦町

1 , 5 4 3

1 , 6 1 9

1 , 958

1 , 850

4 527

2 8 78

5 1 8 2

7, 5 3 6

6 1 09

4 , 1 5 9

9 208

1 0 5 55

7 85 3

6 , 0 95

1 3 5 1 6

1 3 , 1 3 4

9 6 3 8

7 , 06 5

1 5 1 3 1

1 2 776

9 , 30 3

6 09 6

1 1 2

0 97

0 97

0 8 6
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市名 路 線 名 観測地点名

自 動 車 台 数
対前

回比題 控 騷 饗 聰 照 隼 朧 瓣 朧

倉吉市
一 般
国 道 1 7 9 号

一 般
国 道 3 1 3 号

倉吉市福庭

" 宮川町

355 43 5

2 64 3

82 3

5 , 2 4 2

2 , 0 8 8

6 , 5 82

4, 0 5 8

1 0 3 6 7

6 , 84 6

8 855

7, 0 50

7, 3 5 1

1 0 3

0 8 3

米子市
一般国道 9 号

" 9 号

主 要 地 方 道
米子停車場線

米子市車尾

〃 中町

" 明治町

6 1 6

1 6 1 2

1 , 2 87

4 , 6 76

2 , 3 8 0

6 , 2 3 1

5 , 2 20

7 , 86 6

1 0 535

1 2 804

1 0 , 3 54

1 7, 2 1 1

1 6 , 3 5 9

9, 53 6

1 9 , 30 9

1 8 , 5 5 5

8 , 0 3 3

1 1 2

1 1 3

0 84

備考 自動車台数は 、 観測 日 ( 春季 2 日 、 秋季 2 日 ) の一日平均 ( 1 2 時間) の 台数であ る 。

図 1 9 自動車台数の観測地点図

1 鳥取市東町

2 " 富安町 o 県庁
3 " 永楽温泉町 1

4 " 瓦町 国
4 道

鳥取市市街図

1 米子市車尾

2 " 中町

3 “ 明治町
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= 第 2 節 騒音 防止対策

1 騒音に係る 環境基準 ( 昭和 4 6 年 5 月 2 5 日閣議決定 )

環 境 基 準

環境基準は 、 地域の類型およ び時間の区分 ご と に次表の基準値の欄に掲げる と お り
と す る 。

地域の類型

時 間 の 区 分
該 当 地 域

昼 間 朝 夕 夜 間

A A

A

B

4 5 ホ ンの

以 下

5 0 ホ ン⑭

以 下

6 0 ホ ン⑭

以 下

4 0 ホ ン飼

以 下

4 5 ホ ンの

以 下

5 5 ホ ンの

以 下

3 5 ホ ン⑭

以 下

4 0 ホ ン㈲

以 下

5 0 ホ ンの

以 下

環境基準に係 る 水域及び地域の指

定権限の委任に関する 政令 ( 昭和

4 6 年政令第 1 5 9 号 ) 第 2 項の

規定に基つ き都道府県知事が地域

の区分 ご と に指定する 地域。

鱒 1 A A を あては め る 地域は 、 療養施設が集合 して設置 さ れる 地域な ど 、 特に静穏
を 要する 地域 と す る こ と 。

2 A を あてはめ る 地域は 、 主 と して住居の用に供 さ れる地域 と する こ と 。
3 B を あては め る 地域は 、 相 当数の住居 と 併せて商業、 工業等の用 に供 さ れる 地
域 と する こ と 。

ただ し 、 次表に掲げる 地域に該当す る 地域 ( 以下 ｢道路に面する 地域｣ と い う 。 )

については 、 その環境基準は上表によ らず次表の基準値の欄に掲げ る と お り と す る 。

地 域 の 区 分

時 間 の 区 分

昼 間 朝 夕 夜 間

A地域の う ち 2 車線を有する 道路
“ 面する 地域

A地域の う ち 2 車線 を越え る 車線
を有する 道路に面する 地域

B 地域の う ち 2 車線以下の車線を
有する 道路に面する 地域

B 地域の う ち 2 車線以下の車線を
を有する 道路に面す る 地域

5 5 ホ ンの以下

6 0 ホ ンの以下

6 5 ホ ンの以下

6 5 ホ ン⑭以下

5 0 ホ ンの以下

5 5 ホ ン⑭以下

6 0 ホ ンの以下

6 5 ホ ンの以下

4 5 ホ ンの以下

5 0 ホ ン㈲以下

5 5 ホ ンの以下

6 0 ホ ノの以下

備考 車線 と は 、 1 縦列の 自動車が突餓〉つ円滑に走行する た め に必要な一定の幅員を
有する 帯状の車道部分をい う 。

中 - 5 0 一



･･.･･.･･･‘‐‐■■‐
-

‐･t
-

“-

　
l 2 法、 条例に よ る 規制

騒音規制法 ( 昭和 4 3 年 6 月 ) は 、 当初人口概ね 1 0 万人以上の市街地について工

場騒音を規制する 地域を指定す る こ と と さ れていたため 、 本県では 、 昭和 4 4 年 8 月

鳥取市、 米子市の旧都市計画法に基づ く 旧用途地域を騒音規制地域 と していたが、 昭

和 4 5 年 1 2 月 法の一部改正に よ り 、 人口規模 と は関係な く 地域指定がで き る こ と 、

特定建設作業騒音の規制が加え られた こ と “ こ よ り 、 昭和 4 6 年 6 月従来の地域をその

ま ま 工場騒音、 建設作業騒音の規制地域 と して告示 した 。

そ の後 、 両市の市街地拡大等に よ り 騒音規制地域 を拡大する 必要が生 じたが、 当時

都市計画法の改正によ り 新用途地域を指定替えする 作業が進め ら れていたため 、 こ の

地域の指定を ま う て騒音規制地域を拡大す る こ と と し 、 昭和 4 8 年 1 2 月 告示 さ れた

新用途地域について検討を行い 、 昭和 4 9 年 9 月 1 7 日鳥取県告示第 7 7 8 号で新 し

い騒音規制地域を指定告示 した 。

ま た 、 倉吉市、 境港市については 、 昭和 5 0 年 5 月 3 0 日鳥取県告示第 4 7 6 号で

規制地域を指定 し告示 した 。

規制地域の指定及び規制基準の設定の概要は次の と お り であ る 。

騒音規制法によ る 規制地域及び特定工場等の規制基準

l 1 特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴 っ て発生する 騒音について親

l 制する地域
萎 4 市の区域の都市計画用途地域

≦ ( ただ し 、 米子市の両三柳地区、 境港市の福定町、 高松町、 新屋町、 森岡町蘇岡、東森岡、 軒屋の一部地域については 、 用途地域外ではあ る が騒音防止上規制が必要

な地域 と して指定 さ れてい る 。

備考 鳥取市都市計画用途地域

( 鳥取県告示第 1 0 4 1 号昭和 4 8 年 1 2 月 2 5 日 )

米子市都市。十面用途地域

( 鳥取県告示第 1 0 4 0 号昭和 4 8 年 1 2 月 2 5 日 )

境港市都市計画用途地域

( 鳥取県告示第 1 0 4 1 号昭和 4 8 年 1 2 月 2 5 日 )

倉吉市都市計画用途地域

( 倉吉市告示第 2 1 号昭和 5 0 年 3 月 3 1 日 )

- 5 1 一



特定工場等において発生する 騒音についての規制基準

紙
昼 間

" 午 前 8 時 か ら 、

、 午 後 7 時 ま で ｣

朝 夕

鱗鶏叢劇
夜 間

ノ 午後 1 0 時か ら 、

翌 日 の午前 6 時

、 ま で ｣

第 1 種区域 5 0 ホ ン 4 5 ホ ン 4 5 ホ ン

第 2 種区域 6 0 ホ ン 5 0 ホ ン 4 5 ホ ン

第 3 種区域 6 5 ホ ン 6 5 ホ ン 5 0 ホ ン

第 4 種区域 7 0 ホ ン 7 0 ホ ン 6 5 ホ ン

( 参考 ) 騒音規制の区域の区分 と 用途地域 と の関係

騒 音 規 制 法 に 基 づ く

工 場 騒 音 規 制 の 区 域 の 区 分

都市。十画法に基づ く
用 途 地 域 の 区 分

｢

用 途 地 域

第 1 種 区 域

良好な住居の環境を保全する ため 、 特に静

穏の保持を必要 と する 区域。

第 1 種 住 居 専 用 地 域

第 2 種 住 居 専 用 地 域

第 2 種 区 域

住居の用 に供 されてい る ため静穏の保持 を

必要 と する 区域

第 3 種 住 居 専 用 地 域

住 居 地 域

第 3 種 区 域

住居の用 にあわせて商業工業等の用 に供 さ

れてい る 区域であ っ て 、 その区域内の住民の

生活環境を保全する ため騒音の発生を防止す

る 必要があ る 区域。

近 隣‐ 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

第 4 種 区 域

主 と して工業等の用に供 さ れている 区域であ

っ て 、 その区域内の住民の生活環境を悪化 さ せ

ないため 、 著 しい騒音の発生を防止する 必要が

あ る地域。

工 業 地 域

工 業 専 用 地 域

( 境港市には 、 第 1 種区域の該当区域はない 。 )
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騒音規制法に よ る特定施設及び特定建設作業は表 3 2 の と お り であ る 。

表 3 2 騒音規制法に基づ く 特定施設及び特定建設作業の届出数

の 特定施設の種類別届出件数 ( 昭和 5 1 年 3 月末現在 )

種 類、、、、、市 名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 計

1 金 属 加 工 機

2 空 気 圧 縮 機 等

3 土 石 用 破 砕 機 等

4 織 機

5 建 設 用 資 材 製 造 機 械

6 穀 物 用 製 粉 機

7 木 材 加 工 機 械

8 抄 紙 機

9 印 刷 機 械

10 合成樹 脂 用 射 出 成 型 機

1 1 鋳 型 造 型 機

譜

届 出 工 場 事 業 所

1 2 1

1 8 4

1 3

2

5 0

1

1 0 3

8

2

4 8 4

8 4

9 7

5 5

5

1 0 9

7 6

1 1

3 5 3

8 3

6 0

8 4

3

5 0

2 8

1 0

2 3 5

3 9

1 7

4 6

2

6

7 1

1 6

2 9 5

3 6 9

1 5

1 0

2 1 5

1

2 0 7

1 8

1 3

1 1 4 3

2 2 2

(の 特定建設作業の種類別届出件数 ( 昭和 5 0 年度中 )

種 類、、、、、 市 名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 計

1 く い打機等を使用する 作業

2 び ょ う 打機を使用する 作業

3 さ く 岩機 を 使用 す る 作業

4 空気圧縮機を使用する 作業

5 装うタ リて- 容プ ち ンた等薬
6 破 砕 機

計

2 1

6

1

2 8

8

6

5

1 9 4一3一一一7
3 3

1 5

6

5 4

一 5 3 一



(2) 公害防止条例

近時、 ビル等の増加に伴い冷房用の ク ー ノ ン グタ ワ ー の騒音が問題 と な っ て き たの

で、 こ れを公害防止条例に よ う て昭和 4 7 年 4 月 1 日 か ら規制する こ と と し 、 基準値

は騒音防止規制法に準拠 した 。

鳥取県公害防止条例に よ る 騒音関係特定施設の規模

施 設 名 規 模

ク ー ノ ング ･ タ ワ ー
送風機の原動機の定格出力が 0 7 5 キ ロ ワ ッ ト 以上の も のに

限る 。

鳥取県公害防止条例に よ る 騒音関係特定施設届出数 ( 昭和 5 1 年 3 月 末現在 )

施没名、、、、市｣ 名 鳥 取 市 米 子 市 倉 吉 市 境 港 市 。十

ク ー リ ン グ ･ タ ワ ー 1 1 7 1 1 4 1 8

調 査 中

届 出 事 業 場 6 7 7 2 9

ま た 、 深夜の静穏を保持する た め 、 全県下の工場、 事業所等のすべての事業活動に

伴 う 深夜 ( 午後 1 0 時か ら翌 日 の午前 6 時ま で ) の騒音 を昭和 4 7 年 4 月 1 日 か ら規

制する こ と と した 。 事業活動すなわ ち 、 物の製造、 加工に伴 う て発生する 騒音ほか、

例えば飲食店 を営む こ と によ う て発生する 音楽放送、 バン ド演奏及び き ょ う 声な どの

騒音 も 含めて規制 さ れる こ と と な う た 。

鳥取県公害防止条例に よ る 深夜騒音の規制基準

区 域 の 区 分 基 準 値

1 騒音規制法第 3 条第 1 項の規定に基づいて指定 さ れた第 -

3 種区域及び知事が別に定め る 区域。
5 0 ホ ン

2 騒音規制法第 3 条第 1 項の規定に基づいて指定 された第

4 種区域及び知事が別に定め る 区域。
6 5 ホ ン

3 1 及び 2 に掲げる 区域以外の区域。 4 5 ホ ン
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第 5 章 悪 臭

第 1 節 悪臭の 現況

悪臭公害は悪臭物質が人の嗅覚を刺激する こ と に よ ら て生ずる も のであ る が、 規制また

は防止の対象 と な る ガス 濃度が極めて希薄な こ と と悪臭物質及びその発生源の多種多様な

こ とか ら 、 その防止対策は極めて困難な現状にあ る 。 本県の悪臭苦情の実態は昭和 5 0 年

度においては全公害苦情 2 0 7 件の う ち悪臭に関する も のは 3 7 件 ( 1 7 9 % ) を 占めて

お り 、 悪臭発生源 と して は畜産業に よ る も のが 2 4 件で最 も 多 く な っ てい る 。

県では 、 従来特に問題 と な っ てい る 悪臭発生事業所について、 悪臭濃度の測定を行う て

いる が、 昭和 5 0 年度の測定結果は表 3 3 の と お り であ る 。

表 3 3 事業場別悪臭物質測定結果

轟
畜(

鴎鴦
地地)

義(
豚 3 1 2
養事地
鶏業点
場所)

魚(
粉 1 2
製事地
造業点
業所)

水(
産 2 3
加事地
工業点
業所)

し(
尿 1 1
処事地
理業点
場所)

パルプ製造業

鰤
内 意 透 會

アンモ一ア 廳麟
P劃

0 8 9K2 5 )

P閲

1 3 K3 )

1 .4 (く3 )

P即

o q o k2 9

0 8 4 (く2 5 )

P翅

0 9 0 鰡 5 )

0 3 3 K2 )

P皿

0 4 9 K2 )

醇皿

0 8 8 鰡 5 )

脚

0 9 4短5 )

0 0 3 K2 )

力ブタンメチルメル 廳離 0 0 0 1 6 (く2の

0 0 0 6 1 K3 5 )

0 0 0 0 9 (く2 5 )

o o o o g鰡 5 )

0 0 0 2 6 (〈3 )

0 0 0 1惚5 )

0 0 0 1 復 5 )

〇 〇 〇 瓣@ )

0 0 0 1 (〈2 5 )

0.0 1 7K4 )

0.0 0 0 6鯉5 )

硫化水素
最高

最低

0 0 0 0 6(@ )

00 0 4 5他 )

0 0 0 0 2 (く2 )

0 0 0 0 1 (@ )

O O O O 醜く2 )

0 0 0 2 7(〈2 )

0 0 0 0 3短 )

0 0 7 2鰡 5 )
0 0 0 1 (〈2 )

N D 一

0 0 0 3 8鰡 )

N D ‐

メチル硫化
最高

最低

N D -

0 o o u 鯉 )

N D -

0.0 0 0 5 (く2 )

N D 一

0 0 0 1 8(く2 )

N D 一

0 0 0 0 3K2 )

0 0 0 0 4 (@ )

N D 一

0 0 1 5 畑 )

N D -

ルアミントjメチ
最高

長低

0 0 0 0 4(く 2 )

0 0 0 1 8炮 )

0 0 0 0 2 (@ )

0.0 0 1 5(〈2 )

0 0 0 0 7(〈 2 )

〇 〇 〇 1 K@ )

0 0 0 0 4(く2 )

0 0 0 0 2 K2 ) 0 0 0 1 1 K2 )

0 0 0 1 1 惚 )

N D -

困 ( ) 内は 6 段階臭気強度
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1 畜産団地、 水産加工業、 し尿処理場はいずれ も 規制地域外に立地 し 、 各施設 と も 広大

な敷地を有する も のであ る 。

測定結果は水産加工業のメ チルメ ル カ ブタ ン 、 し尿処理場の硫化水素に臭気強度 2 5

( A 地域の基準 ) を超 え る も のがみ られたが 、 そ の他の物質についてはいずれ も 臭気強

度 2 5 以下であ ら た 。

2 養豚場は A 区域に養鶏場は B 区域に魚粉製造業は A 区域に立地 してい る が 、 養豚場の

ア ンモ ー ア 、 メ チルメ ル カ ブタ ンに規制基準 ( 臭気強度 2 5 ) を超す も のが見 ら れた以

外は基準値以下であ っ た 。

3 パルプ製造業については 、 従来悪臭防止施設の整備を図 っ て来たが 、 昭和 5 0 年度末

に同事業を完了 した 。

工場は C 区域に立地 してい る が、 工場内の測定ではパルプ蒸解工程及び排水処理工程

においてメ チルメ ル カ ブタ ンが臭気強度 3 ( B 区域の基準 ) と 同 じ数値を示 し た ほかは

総て臭気強度 2 5 以下であ っ た 。

ま た 、 工場周辺はA 区域 と C 区域に区分 さ れてい る が、 A地域の う ち 4 地点において

メ チルメ ルカ ブタ ンが規制基準 ( 臭気強度 2 5 ) を超 え 、 1 地点 に お い て硫化 メ チル

が規制基準を超す場合が見 ら れた 。

悪臭物質の臭気強度別濃度
( 単位 p抑 )

6 段 階 臭 気 強 度

2 2 5 3 3 5 4

硫 化 水 素

メ チ ル メ ル カ ブ タ ン

ジ メ チ ル サ ル フ ア イ ド

ア ン モ ー ア

ト j メ チ ル ア ン

0 0 0 6

0 0 0 0 5

0 0 0 3

0 6

0 0 0 2

0 0 2

0 0 0 2

0 0 1

1

0 0 0 5

0 0 6

0 0 0 4

0 0 5

2

0 0 2

0 2

0 0 1

0 2

5

0 0 7

0 7

0 0 3

1

1 0

0 2

規制区域 と規制基準 ( 昭和 4 8 年 1 0 月 1 2 日 鳥取県告示第 7 6 7 号 )

礬蕪醗蝋逗 アンモ ー ア
メ チルメ ノレ

力 ブ タ ン
硫 化 水 素 硫化 メ チル

ト ノ メ チル

ア ミ ン

A区域

B 区域

C 区域

( 2 5 )

( 3 0 )

( 3 5 ) 14リムhD
0 0 0 2

0 0 0 4

0 0 1

0 0 2

0 0 6

0 2

0 0 1

0 0 5

0 2

0 0 0 5

0 0 2

0 0 7

- 5 6 ~



第2 節 悪臭防止対策

法令によ る 規制

悪臭公害については 、 昭和 4 6 年 6 月 1 日悪臭防止法が制定 され昭和 4 7 年 5 月 3 1

日 か ら 施行 さ れた。 こ の法律は知事が規制の対象 と な る地域 を指定 し 、 規制地域内の事

業活動に伴 う て発生する 悪臭物質について規制基準を設定する こ と と さ れてい る が、 現

在規制対象 と さ れてい る のは ア ン モ ー ア 、 メ チルメ ル カ ブタ ン、 硫化水素、 硫化 メ チル

及び ト J メ チルア ミ ンの 5 物質であ る 。

ま た 、 規制地域の考え方では 、 住居が集合 してい る 地域、 学校 、 病院等の周辺、 その

他悪臭 を防止する こ と に よ り 住民の生活環境を保全する 必要があ る と 認め られる 地域 を

対象 と してお り 、 ま た 工業専用地域は原則 と して規制 さ れないが、 同地域内の事業所か

ら の悪臭に よ う て住民の生活環境がそ こ なわれてい る と 認め られる場合は当該地域 も 規

制の対象 と な っ てい る 。

本県におけ る 規制の状況は表 3 4 の と お り であ る 。

悪臭防止対策

悪臭公害はいわゆ る 感覚公害であ り 大気中に低濃度で存在する 有害物質によ り 引 き 起

さ れる も ので あ る か ら 、 防止策を講ずる場合の問題点 も 多い。 悪臭を法律に基づ く 規制

値以下に低減 さ せた場合にあ っ て も 個人の嗅覚の異な る こ と か ら心理的な被害程度が異

な る 。 また 、 法律で規制 さ れてい る のは代表 5 物質に限 られてい る た め他物質 と の複合

悪臭 も あ り 法規制 と 被害の実態 と の差があ る こ と 、 さ ら に連続測定が不可能であ る た め

悪臭物質を的確には握 し難い等の問題点があ る が、 地域住民か ら苦情のあ る も のについ

て は発生原因者に対 し 、 施設 、 作業方法等の改善又は施設の移転等悪臭被害を防止する

よ う 指導 してい る 。

表 3 4 悪臭防止法に基づ く 規制地域の指定及び規制 基準の設定状況

(1) 一次指定 ( 昭和 4 8 年 1 0 月 1 2 日 鳥取県告示第 7 6 7 号 )

＼＼＼ 区分
市町村名 ＼＼

規制地域の概要 規 制 基 準

鳥 取 市

都市計画法に基づ く 市街

化区域

o 用途地域の住居、 商業地域

A区域 ( 臭気強度 2. 5 )

( 但 し賀露町は住居地域であ る が、 固有

の悪臭が認め られる ので

C 区域 ( 臭気強度 3 5 )

o 用途地域の準工業、 工業、 工業専用地域

C 区域 ( 臭気強度 3 5 )

一 5 7 ｢



＼＼、 灰分
＼＼＼･一~

r L A＼＼市町村名
規制地域の概要 規 制 基 準

鳥 取 市
o 市街化区域に相当する 地

域 ( 吉岡温泉地区 )

o 主 と し て住居 、 商業 を中心 と した地域

A 区域 ( 臭気強度 2 5 )

倉 吉 市

o 市街化区域に相当す る地

域

o 主 と して住居、 商業を中心 と した地域

A 区域 ( 臭気強度 2 5 )

o 用途地域の準工業、 工業 、 工業専用地域

C 区域 ( 臭気強度 3 5 )

米 子 市

o 都市。十画法に基づ く 市街

化区域

o 用途地域の住居、 商業地域

A 区域 ( 臭気強度 2. 5 )

o 用途地域の隼工業、 工業 、 工業専用地域

C 区域 ( 臭気強度 3 5 )

境 港 市

o 都市。十画法に基づ く 市街

化区域

o 市街化区域に接す る 部分

の一部

o 現に悪臭発生が認め られ

る 地域 ( 波町の 2 地区 )

o 全域固有の悪臭が認め られる地域

C 区域 ( 臭気強度 3. 5 )

国 府 町

都市計画法に基づ く 市街

化区域

用途地域の住居、 商業地域

A区域 ( 臭気強度 2 5 )

o 用途地域の工業地域

C 区域 ( 臭気強度 3 5 )

郡 家 町
o 都市計画地域内の住居が

集合 している 部落全域

o 固有の悪臭が認め られ る 地域

C 区域 ( 臭気強度 3 5 )

青 谷 町

o 市街化区域に準ずる 地域

( 駅前周辺の住居が集合

する 地域 )

o 主 と して住居、 商業 を中心 と した地域

A区域 ( 臭気強度 2 5 )

鹿 野 町
o 都市計画地域内の鹿野、

今市地区

o 主 と し て住居、 商業 を中心 と した地域

B 区域 ( 臭気強度 3 0 )

東 郷 町

o 市街化区域に準ずる 地域

( 松崎温泉区域 )

o 主 と し て住居、 商業を中心 と した地域

A 区域 ( 臭気強度 2 5 )

o 同地区で住宅化の予定のあ る 地域

B 区域 ( 臭気強度 3 0 )

三 朝 町
o 市街化区域に準ずる 地域

( 三朝温泉地区 )

o 主 と して住居、 商業を中心 と した地域

B 区域 ( 臭気強度 3 0 )

羽 合 町
o 市街化区域に準ず る 地域

( 上鏡滓温泉地区 )

o 主 と して住居 、 商業を中心 と した地域

B 区域 ( 臭気強度 3 0 )

- 5 8 一



、、、、、 区分
g、、、、、市町村名

規制地域の概要 規 制 基 準

赤 碕 町

o 市街化区域に準ずる 地域

( 駅前周辺か ら東へ別所

ま での地域一帯 )

o 主 と して住居、 商業を中心 と した地域

B 区域 ( 臭気強度 3 0 )

淀 江 町

o 住居が集合してい る 全部

落周辺 1 0 o m の範囲

o 現に悪臭発生が認め られ

る 地域 ( 白浜浄化場周辺 )

o 主 と して農業漁業のために供 さ れる地域

C 区域 ( 臭気強度 3 5 )

o そ の他地域の悪臭発生源周辺地域

C 区域 ( 臭気強度 3 5 )

日 吉津村

o 都市計画法に基づ く 市街

化区域

o 市街化区域に接する 部分

の一部 ( 日本パルプ北側

の新田部落の一部 )

o 用途地域の住居、 商業地域

A 区域 ( 臭気強度 2 5 )

o 用途地域の工業地域

C 区域 ( 臭気強度 3 5 )

( 但 し新田部落は現在住居があ り 悪臭公

害が認め られる ので

A 区域 ( 臭気強度 2 5 )

o その他地域の悪臭発生源周辺地域

A 区域 ( 臭気強度 2. 5 )

② 二次指定 ( 昭和 4 9 年 7 月 2 日鳥取県告示第 5 7 1 号 )

、、＼- 区分
‐＼、、一"
÷ L A、、、市町村名

規制地域の概要 規 制 基 準

八 東 町

o 市街化区域に準ずる 地域

( 安井宿、 才代、 岩淵 、

東の一部、 富枝 、 北山 、

南の一部 )

o 現に悪臭発生が認め られ

る 地域 ( 下徳丸、 下用 呂 )

o 主 と して農業の用に供 される 地域

C 区域 ( 臭気強度 3 5 )

o そ の他地域の悪臭発生源周辺地域

C 区域 ( 臭気強度 3 5 )

気 高 町

o 市街化区域に相当す る 地

域 ( 浜村、 勝見地区、 宝

木地区 )

o 市街化区域に準ずる 地域

( 矢口地区、 水尻地区 )

o 学校周辺地域 ( 気高中学

校周辺 )

o 上。己以外の住居が集合す

る 地域

o 主 と して住居、 商業 を中心 と し た地域

A区域 ( 臭気強度 2 5 )

近 く 市街化が予定 さ れてい る地域

A 区域 ( 臭気強度 2 5 )

その他地域の学校周辺地域

A 区域 ( 臭気強度 2 5 )

その他地域の主 と して農業の用に供 さ れ

る 地域 C 区域 ( 臭気強度 3 5 )

一 5 9 一



撫 一 6 0 -

＼＼、 区分
ささ＼ 一~
｣ し 、、、市町村名

規制地域の概要 規 制 基 隼

関 金 町

o 市街化区域に準ずる 地域

( 関金温泉地区、 金谷地

区、 大鳥居の~部 )

o 主 と して住居、 商業 を中心 と した地域

B 区域 ( 臭気強度 3 0 )

東 伯 町

市街化区域に相当する 地

域 ( 浦安、 徳万、 保の一

部 )

o 市街化区域に準ずる 地域

( 八橋 、 進東 、 丸尾地区、

浦安、 保の~部 )

o 学校周辺地域 ( 八橋小学

校周辺 )

主 と して住居 、 商業を中心 と し た地域

A区域 ( 臭気強度 2 5 )

B 区域 ( 臭気強度 3 0 )

o その他地域の学校周辺地域

B 区域 ( 臭気強度 3 0 )

名 和 町

o 市街化区域に準ずる 地域

( 御来屋、 上坪、 小谷 、

倉谷、 木料、 貞子川等)

o 主 と して住居、 商業 を中心 と した地域

B 区域 ( 臭気強度 3 0 )
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第 6 章 そのほかの環境汚染物質

第 牟 節 休廃止鉱山 の 重金属

｢農用地の土 じ ょ う の汚染防止等に関する 法律｣ ( 昭和 4 5 年 1 2 月 2 5 日 法律第 1 3 9

号 ) では土 じ ょ う 汚染の原因 と なる物質 と して、 人の健康上問題があ る も の と して カ ド ミ

ウ ム を 、 農作物等生育上問題があ る も の と して銅が指定 さ れてい る 。

カ ド ミ ウ ム については玄米中の含有量 1 p即以上、 銅については土 じ ょ う 中の 含有量が

1 2 5 p随以上の も の を それぞれ被害があ る と さ れて き た 。

休廃止鉱山のなかで、 現在まで鉱害 と して問題にな っ た も のは 、 岩美町荒金の岩美鉱山 、

鳥取市百谷の百谷鉱山であ る 。

岩美鉱山 ･ 明治 2 2 年に開坑 された鉱山 で、 銅を含んだ鉱水は下流の小田川流域の水

田約 2 0 0 ヘク タ づし るこ被害 を及ぼし 、 昭和 4 6 ~ 4 7 年にかけて実施 した調査では 8 8 検体

の玄米の う ち 2 2 検体の玄米に カ ド ミ ウ ム の人為的汚染 ( カ ド ミ ウ ム o 4 p皿以上 ) が認め

られたが、 食品衛生法では食品 と して取 り 扱われない カ ド ミ ウ ム l p皿以上の玄米は認め ら

れなか っ た 。 また 、 土 じ ょ う については米の収量るこ影響があ る と判断 さ れる 1 2 5 p即以上

の銅を含有 していた土 じ ょ う が 9 0 地点中 2 4 地点あ っ た 。 県では鉱害対策と して昭和4 7

4 8 年度に事業費 3 6 , 4 3 8千円で鉱水処理施設、 沈澱物堆積場の設置及び整備 を行い、 昭

和 4 9 ~ 5 0 年度 るこ は事業費 3 0 1 6 5 千円で捨石たい積場の防護施設工事等を行 っ た 。

ま た 、 鉱 さ い土砂の流出防止のための荒廃砂防事業 と して建設省の補助を う けて昭和 4 7

年度は 、 事業費 3 0, o o o 千円 を も っ て砂防ダム嵩上工事 ( 嵩上 2 メ - ト ル、 延長 9 6 メ

ー ト ル ) を実施 した 。

百谷鉱山 . 開坑の歴史 は古い鉱山で、 昭和 4 7 ･ 4 8 年度 るこ 、 下流 2 0 ヘク タ 一羽こ実施

した調査では 、 玄米 2 6 検体の う ち 、 人為的汚染 ( カ ド ミ ウ ム 0 4 p血以上 ) の認め られた も の

が 2 検体あ っ た 。 土 じ ょ う では銅 1 2 5 p卯以上の も のが 2 3 地点の う ち 7 地点認め られた 。

鉱害対策 と して 百谷鉱業 ㈱は 、 昭和 4 8 年に銅の高汚染地域 1 1 ヘ ク タ ールの客土事

業 と坑口の完全閉鎖、 農業用水路の新設等を行い現在に至 っ てい る 。

表 3 5 休廃止鉱山下流の玄米、 土 じ ょ う の カ ド ミ ウ ム 、 銅の爛査結果

地 区 別 調査対象面積 休廃止鉱山
玄 米 土 じ ょ フ

調査年度離総数
カ ド ミ ウ ム 調査

検体

数

銅

最 最 平

高 低 均

1 O P凹

以上の
検体数

1 0 ~

04 P卯の

検体数

最 最 平

高 低 均

1 .2 5P皿

以上の

検体数

岩 美 町
小 田 地 区

2 0 0 総 8 8 0‐ 8 9~認 。 髪庁 0 2 2 9 0 5 13~6 移皿 召夢 2 4 4P
4 7

鳥取市百谷
稲葉山地区

2 0 輛 2 6
PPm P抑

0 5を〉○ 0 4 0 1 7 0 2 2 3
P皿 P皿

8 2 7 (し 5 5 1 8 2 7 4.7
4 8

一 6 1 一



ま た 、 昭和 4 8 年度農用地の土 じ ょ う 汚染概要調査 と して県下の水田 3 2 地点について

実施 した調査では 、 玄米ではいずれ も 人為的汚染 ( カ ド ミ ウ ム 0 4 皿以上 ) 以下の カ ト ミ

ウ ム最高 o 3 9 皿、 最低 o o 5 皿であ っ た 。 土 じ ょ う で “ま岩美町小田地区で銅 3 3 9 p凹 と

銅 1 2 5 p凹以上の も のが 1 地点認め られたが、 鉱山の影響のない 2 9 地 点については最高

2 o 1 p蛔 、 最低 o 2 p即 、 平均 5 0 ppmが認め られた 。

表 3 6 鳥取県下の玄米 、 土 じ ょ う の カ ド ミ ウ ム 、 銅の調査結果

地 区 名 踏総数
玄 米 土 じ ょ つ

カ ド ミ ウ ム 銅

最 最

高 低 平熱義頻
10^)0 4

撰体籔
最 ~ 最
高 低

平均
1 2 5 PPm

以上の
検体数

岩美町小田地区

鳥取市百谷地区

その他 ( 鳥取市、
倉吉市、 米子市
他 2 1 町 )

2

1

2 9

醇邇

0 2 5^)0 1 1

0 1 3

0 3 9()0 0 6

o 1 P斬

0 1 3

0 1 1 nY〔ÛU 000
PPm

3 3 9()9 3

8 5

2 0 1 ()0 2

P凹

2 1 6

8 5

5 0 100
その他通商産業省の委託事業で昭和 4 8 年度に 8 鉱山 〔 久運 ( 銅 ) 、 日野上 ( ク ロ ム )

大江山 ( ク ロ ム ) 丹比 ( マ ンガン ) 関金 ( モ リ ブデ ン ) 、 高城 ( モ j フ デン ) 、 倉吉

( ウ フ ン ) 、 穴鴨 ( ウ フ ン ) 〕 、 昭和 4 9 年度に 6 鉱山 〔 智頭 ( マ ン ガ ン ) 、 大取 ( マ ン

ガ ン ) 大伊谷 ( マ ンガン ) 、 日進 ( モ J ブブ ン ) 、 高姫 ( タ ン グス プ ン ) 〕 、 昭和 5 0

年度に 9 鉱 山 〔 第二 日野上 ( ク ロ ム ) 、 神与 ( マ ン ガン ) 、 因幡社水谷 ( マ ン ガン ) 、 東郷

( ウ フ ン ) 八頭 ( ケ イ 石 ) 、 若桜 ( ケ イ 石 ) 、 三朝 ( ケ イ 石 ) 、 武庫 ( ケ イ 石 ) 江尾

( ケ イ 石 ) 〕 について坑排水、 利水点の水質、 坑口の危険性の有無、 た い積場のたい積状

態等について調査を行 う た 。

そ の結果

(1) 水質については因幡社水谷鉱山のpHが低いが 、 重金属 は利水点ではいすれ も 環境基準

を満足 してお り 問題は ない。

② 坑口の危険性の有無について

調査 した 9 鉱 山 は関口 してい る 坑口が有る が容易に近づ く こ と がで き ない も のが多い。

しか し 、 八頭鉱山 、 神与鉱山及び江尾鉱山は坑口が道路に近 く 坑口 に入る 危険があ る と

い え る 。

③ た い積場について

た い積場について は 、 当面崩壊の危険はない。
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第 2 節 水銀等重金属類の汚染状況

水銀等に よ る 環境汚染、 食品汚染の実態を知る た め 、 農用地 1 3 地点についての土じ

う 、 農作物並びに県認魚介類 4 0 検体、 県外魚介類 2 9 検体について魚ヂ類調査を行 う た 。

そ の結果は表 3 7 及び表 3 8 の と お り であ る 。

1 土 じ ょ う 、 農作物調査

水田 1 1 地点 、 畑地 2 地点。十 1 3 地点について土 じ ょ う 1 1 検体、 玄米 1 1 検体、 サ

ト イ モ 、 な しの各 1 検体について カ ド ミ ウ ム 、 ひ素、 鉛、 銅 、 亜鉛の調査を行う た。 そ

の結果、 鳥取市滝山の水田で銅について E農用地の土壌の汚染防止等に関する 法律｣ に定

め る ｢農用地土壌汚染対策地域の指定要件 1 2 5 p皿｣ を上回 る 1 8 1 5 p随が検出 されて

い る 。

農作物については ｢玄米の カ ド ミ ウ ム の基準値 1 p卯｣ を上回 る も のは な く ま た 、 サ ト

イ モ 、 梨に つ い て も 問 題 と なる 数値は検出 さ れていない。

2 魚介類調査

県内産魚介類 4 0 検体、 県外産魚ヂ類 2 9 検体について総水銀の調査を行 う たが、 い

ずれ も 暫定的規制値総水銀 o 4 皿を下回 ら てい る 。

表 3 7 土 じ ょ う 、 農作物調査
( 単位 p蛔 )

調 査 地 域

土 じ ょ う 農 作 物

備 考

ザハ ひ素 鉛 銅 亜鉛 ザハ ひ素 鉛 銅 亜鉛

水田
岩美町岩常

鳥取市滝山

鳥取市岩吉

八 東 町 島

青谷町奥崎

倉吉市福守

北条町土下

中山町桶口

岸本町大原

米子市米原
日 南 町
上 石 見

にUにU膚優りUQUQUQU邊壜9&り乙リリハU11nUnUnUAUnUnUnUnUnU
2 8

13

1 5

0 7

0 7

0 7

1 5

0 7

2 4

0 4

1 0 M鰭盤蜷ゆ知野野鼠粥臨
1 0 9 6

1 8 1 5

7 9

6 4

51

6 7

8 3

1 0

0 4

3 9

2 6

82

1 0 2 4

5 9

4 4

7 0

1 4 6

7 6

1 32

1.7

1 3 0

8 6

(玄o記
02 3

0 1 5

0 0 8

0 1 7

0 1 0

0 0 8

0 0 8

0 0 7

0 0 9

0 1 1

0. 1 2

0 1 6

0 1 2

0 1 0

0 0 8

0 1 6

0 6 2

o u

0 1 3

0 1 0

0 1 1

0 1 0

0 1 1

0 0 6

0 1 0

0 1 8

0 1 0

0 1 2

0 1 2

0 1 4

0 1 2

0 1 0

5.0 0

3 8 1

3.1 9

3 3 1

3 5 6

2 3 8

3 0 0

2 0 0

2 2 5

2 7 5

3 9 4

2 0. 6

2 2 0

1 9 5

2 1 4

2 0 6

1 9 1

1 5 5

2 0 5

1 7 8

2 20

1 9 5

汚染源 :
百谷鉱山
( 廃止 )

槌
大栄町大谷
鳥 取 市
紙 子 谷

け鰤ぎ 0 0 0

係船P
00 1

0 1 0

6 7

0 5

困 昭和 5 0 年度県臘幸業改良課調査
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表 3 8 魚 貝 類 調 査

区 分

総 水 銀
備 考

検体数 適 不 適 最高値 最低値 平均値

県内水場魚介類

県外水場魚介類

計

4 0

2 9

6 9

4 0

2 9

6 9 000
0 2P7随

0 1 2

不検鼾

不検出

o oP斬

0 0 3

暫定的規制値

総水銀 0 4 P鈍

飼 昭和 5 0 年度県衛生揉調査

第 3 節 PC B の 汚染状況

P C B に よ る 食品等の汚染の実態を知る ため暫定的規制値の投げ られてい る 食品等 8 9

検体の調査を行 う たか 、 いずれ も 暫定的規制値 ( 昭和 4 7 年 8 月 2 4 日厚生省暫定的規制 )

を下回 っ ていた。

臺
河

ー
藷giー

-ー
--1

1I
‘11!J

表 3 9 食品等汚染調査

総体数
検 出 値 暫定的

規制値

P卯

適 不適 備 考
最大値

P閲

最小値
P即

平均値
P圓

魚介類
県内水場
遠洋沖合魚ヂ類 2 3 0 0 9 ND 0 0 2 0 5 2 3 O かれい 、 さ ば類、

いカ〉 、 は た は た 、

いわ し類、 ずわい

がに、 と び う お 、

あ じ 、 は ま ち 、 さ

んま 、 あいなめ 、

かわは き 、 の ど ぐ

る 、 た ち う お、 そ

の他

内海内湾 " 1 7 0 3 ND 0 0 4 3 1 7 O

県外水場
遠洋沖合 〃 1 7 0 1 ND 0 0 3 O S 1 7 O

内海沖合 “ 1 2 0 7 ND 0 1 3 1 2 O

計 6 9 //// 6 9 0

牛 乳 7 ND ND ND 0 1 7 O
県下東、 中 、 西部
学校給食用

乳 製 品 3 0 0 7 ND 0 0 3 1 3 0
全脂練乳、 全脂粉
乳、 バタ ー

肉 類 3 0 0 5 ND 0 0 2 0 5 3 O 牛肉 、 豚肉 、 鶏肉

卵 類 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 3 0 鶏 卵

容 器 包 装 4 ND ND ND 5 4 0
梨パ ン ク 、 冷凍食
品包装

計 8 9//// 8 9 O

鰯 昭和 5 0 年度県衛生課調査

一 6 4 -



第 7 章 廃 棄 物

経済の成長 、 国民生活の向上等に伴 う 廃棄物の量的増大 と 質的変化には著しい も のがあ

る が 、 これ ら に対処す る た め昭和 4 5 年 1 2 月 廃棄物の処理及び清掃に関す る 法律 ( 以下

｢廃棄物処理法｣ と い う 。 ) が制定 、 公布 さ れ翌年 9 月施行 さ れた。

廃棄物は 、 日 常生店の中か ら 排出 さ れ る も の を 中心 と す る 一般廃棄物 と 事業活動に伴

っ て排出 さ れ量的又は質的に問題 と され る産業廃棄物に分類 さ れる 。

一般廃棄物及び産業廃棄物は それぞれの処理体制へ帰属す る こ と と な る が 、 一般廃棄物

の処理は 、 市町村の固有事務 と さ れ 、 他方産業廃棄物は事業者の処理責任が明定 さ れてい

る 。

第 乍 節 一 般廃棄物 の 現況

一般廃棄物は 、 し尿 と ごみに大別 さ れ る が 、 これ ら の処理について 市町村は 、 廃棄物処

理法第 6 条に基つ き処理区域を定め 、 当該地域内におけ る 一般廃棄物の処理に ついて所定

の。十画を策定実施す る こ と と な っ て い る 。

。十面処理区域は昭和 5 0 年度末現在で全県面積の 9 9 8 % と 、 ほぼ県下の全域に及んでい

る 。

。十画収集 さ れた 一般廃棄物 を適正処理す る た めには 、 処理施設が必要 と な る が 、 施設の

整備については 、 廃棄物処理施設整備緊急措置法に基つ き 、 国が定め る廃棄物処理施設整

備計画にの っ と り 整備事業の推進 を図 る と と も る こ 、 こ れに対応した処理体制の強化に努め

てい る 。

1 し 尿 処 理

し尿の処理については 、 公共下水道の整備に よ り 下水道終末処理場で処理する こ と が

最 も 望ま し いが 、 下水道が普及 していない地域において は 、 し尿浄化槽が普及 しつつあ

る 。

しか し 、 大半の家庭は 、 汲取便所であ り 浄化槽;号でい 汲取 し尿を衛生処理する た

め し尿処理施設の整備が必要であ る 。

し 尿の処理状況については 、 図 2 0 に 示す と お り であ る が 、 市町村の収集計画によ り

収集 さ れてい る も の は 7 3 パ ー セ ン ト で 、 残 り の 2 7 パ ー セ ン ト の農山村部 を中心と し

た地域では 、 自 家処理に依存 して い る 。

し 尿処理施設の整備状況及 び稼動状況は表 4 0 に示す と お り であ る が 、 人 口の推移及

び施設の老朽化等に伴な う 新増設及び更新等 を検討してゆ く こ と と してい る 。
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表 4 0

し 尿 処 理 施 没

図 2 0 処理。十画区域内におけ る し尿処理状況

( 昭和 5 0 年度 )

し
尿
処
理
施
設

自
家
処
理

下水
道投入

25 , 75 2影/年 1 55 1 57““/年
10 3 " 6 2 4%

( 昭和 5 1 年 3 月 末現在 )

①

処理場名

②

所 在 地

③

処 理

方 法

④
公 称
能 力
&“/日 )

⑤

稼動開始

年 月

⑥
年 間
処 理 量
(を“/年)

⑦

⑥÷"競べ①

⑧

備 考

因幡浄苑
鳥取市秋里

1 , 0 3 7
酸 化 1 2 0 S 4 6 1 1 3 5 , 2 0 8 8 0

城北浄苑
鳥取市松並町

3 -‐ 2 2 0
消 化 9 0 S 3 8 1 0 2 5 , 7 5 2 7 8

呈 の 尭
倉吉市小田字

日 の宮
消 化 1 2 0 S 4 6 4 4 1 , 8 2 5 9 5

泉 化 場
西伯郡淀江町

中間 8 5 6
酸 化 8 0 S 4 2 4 2 2 2 4 0 7 6

菱 禿 蕩
米子市安倍

2 1 4
消 化 5 6 S 3 9 1 6 , 1 7 4 3 0

溌 柁 覇 "グ “7 酸 化 1 2 0 S 4 9 1 2 3 2 , 4 1 0 7 4

韓 化 頭
境港市

小篠津町
消 化 5 6 S 3 9 4 1 4 , 2 9 2 7 0

清 化 園 日野郡江府町 酸 化 1 4 S 4 7 4 3 0 0 8 5 9

計
酸化 4
消化 4

6 5 6 1 8 0 9 0 9

T
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I
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@
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ご み 処 理

地域住民の 日 常生活に伴 っ て排出 さ れる ごみは 、 その量 、 質 と も に増大 、 多様化の 一

途 を辿 っ てい る が 、 市町村では これ ら の ごみについて収集 運搬 ･ 処理及び処分に至 る

一連の作業 を一定の処理計画の中で定めてい る 。

ごみは可燃物 と 不燃物に大別 さ れる が 、 不燃物について は圧縮破砕機にかけて減客化

し 、 最終的に埋立て ら れて い る 。

可燃物については 、 焼却施設において焼却す る こ と と して い る が 、 施設の老朽化 ･ 人

口の季節的な増減等に よ り 、 施設の能力の範囲内で処理 し き れない場合 も 見受け ら れる

ので 、 今後施設の整備について更に検討を重ねる必要があ る 。

市町村によ る施設の整備状況及びその稼動状況については図 2 1 及び表 4 1 4 2 に

示す と お り で あ る 。

図 2 1 処理。十画区域内におけ る ごみ処理状況

( 昭和 5 0 年度 )

自 家 処 理 ご

4 1 , 7 0 2 t/年 み

ご
み
処
理
施
設

その他

5 2 6 9 t/年

2 4% 処理。十画
区域内排出量 9 7 8 6 8 tノ年

222 , 79 5 t/年 4 3 9%
1 0 0%

埋 立 処 分

7 7, 9 5 6 tメ年

3 5%
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表 4 1 ごみ処理施役 ( 粗大 ごみの処上中施 役 を除 く )

( 昭和 5 1 年 3 月 末現在 )

①

処 朧 場 名

②

所 在 地

③

処 理 方 仏

④

公物･ 能力

⑤

稼動開始
年 月

⑥
年 間
処 理 量

の

稼動 n 数

③

⑦÷ 3 6 5

⑨

⑥-⑦ボ④

⑩

佑 4

神 谷 行 掃 場 鴬取 行西今在 家 辻 概
( t/日 )
1 8 0 4 9 1 1

( t/年)
2 5 9 9 5

( 日 )

2 7 4 7 5 5 3

こ く ふ 浄 宛
岩美郡国府町

人字問益

機 械 化

バ ノ チ
6 4 6 1 2 1 , 0 9 4 2 5 8 7 1 7 1

君 美 田 宮

ご み 焼 却 場

岩美郡右美町人竿

浦富字城谷
バ ノ チ 6 4 5 5 1 , 4 6 0 3 1 0 8 5 7 8

福 部 村 営

可 燃 物 焼 却 場
岩美郡福部村入字中

機 械 化

ノ ミ ノ チ
6 5 0 4 3 6 9 2 7 8 7 6 2 2

八頭東部衛生施設

組 合 ご み焼 却 場

八頭郡船岡町人字

水n 1 4 2 ~ 2
れヅ 2 0 5 0 1 0 7 8 1 1 3 4 3 7 2 9

河原町 ごみ焼却場
八頭君擬可原町

人字御原
ノ で ノ チ 5 4 6 4 1 7 1 5 2 9 0 7 9 1 1 8

ノ 桜 町 . ‘
嬢 杏 処 川 場

八頭郡〆 桜田〃丸井 "ヅ 5 4 0 4 9 う 7 2 9 0 7 9 6 6

佐 戸 、 用 瀬 ご み

処 理 施 受
佐治村勾谷

機 械 化

ノ ゞ ノ チ
6 4 8 7 1 , 3 1 8 2 9 3 8 0 7 5

智 頭 町

"も 介 焼 却 場

八頭郡智頭町人!/

中瀬 1 , 6 4 3 一 乙
ハ ノ チ 8 4 3 6 1 , 8 3 6 2 4 3 6 8 9 2

気 由 郡衛生 施 没

組 今 ご み焼 却 場

気 色 郡気 蕁町人字

八泉水 ノ カ ー カ アド

機 械 化

ハ ノ チ
2 0 4 9 4 5 1 8 3 3 0 0 8 2 8 6

r i d ー ′ 婦 に 場 倉 占 杯ロ ー 門 東町 3 6 4 4 8 7 7 7 7 ; 0 O 8 2 7 2

東 伯 膚 掃 こ 場 東伯郡東伯町田越
機 械 化

ノ ぐ ツ チ
5 0 4 9 1 2 7, 7 2 9 3 0 0 8 2 5 2

赤 碕 分 場 " 赤碕町箆津 〃7 5 4 5 3 8 2 9 3 0 0 8 2 5 5

米 子 市 営

塵 芥 焼 却 場

米 子市長砂町

9 4 6 一 1
ノ で ン チ 2 0 4 1 1 4 , 9 4 8 2 6 8 7 3 9 2

ん7 れソ
機 械 化

ノ で ノ チ
6 0 4 6 1 0 1 7 , 1 7 0 2 6 7 7 3 1 0 2

境港市塵芥処理場 境港祷福定町 6 7 3 ノ ゞ ン チ 5 0 4 1 4 9 , 9 7 6 2 9 8 8 2 6 7

新 宮 谷 焼 却 場 西伯郡大字法勝寺
機 械 化

ノ ゞ ソ チ
7 4 7 . 5 9 3 4 2 6 3 7 2 5 1

日 吉 津 村 芥
塵 芥 処 理 場

西伯郡日 吉津村人字

日吉津
ノ ゞ ツ チ 3 5 0 4 4 2 3 2 9 9 8 2 4 7

腕淀 江 町去戸 型 蘋
西伯郡淀江町大字

西原
“7 5 4 4 5 1 , 6 4 4 2 9 7 8 1 1 1 1

大 山 町営焼 却 場 西伯郡大山町上方 “フ 5 4 6 4 6 5 7 3 6 5 1 0 0 3 6

名和町塵芥焼却場
西伯郡名和町大字

大塚 8 7 7 - 2
" 3 4 4 4 9 0 0 3 0 0 8 2 2 0 0

中 山 町 営

塵 芥 焼 却 場
西伯郡中山町羽田

井字中 山原

機 械 化

ノ で ツ チ
5 4 9 7 1 , 1 6 6 3 0 9 8 5 7 5

日 野 町 営 壁

芥 焼 却 場
日野郡日野町黒坂 ノ ゞ ツ チ 3 4 5 7 5 2 0 3 0 0 8 2 5 8

日 南町 ごみ焼却場
日野郡日南町生山

4 5 0

機 械 化

ノ ゞ ツ チ
7 4 8. 5 7 6 1 2 6 0 7 1 4 9



①

処 理 場 名

②

所 在 地

③

処 卵 方 法

④

公称能力

⑤
稼動開始
町 月

⑥
年 間
処 理 量

⑦

稼動 ロ 数

⑧

⑦十 3 6 5

⑨

⑥÷⑦白①

⑩

備 考

江府町塵芥処理場
日 野郡江府町入学

貝田河原
ノ て ノ チ

(tメ日 )
2 4 5 2

( t/年)
6 2 6

( 日 )

3 1 3 8 6 1 0 0

溝口 町ごみ焼却場
日野郡溝n町 ! 野

カ マ谷
んソ 7 5 0 4 1 , 1 0 0 2 3 3 6 4 6 7

。十

連 続 1

癸雑 12
バ ノ チ 1 3

5 3 0 9 7 , 8 6 8 2 8 2 7 7 6 5

3 表 4 2 粗大 ごみ処班施 没

①

処 理 場 名

②

所 在 地

③

処 自 力 法

④

公称能力

③
稼動開始
行 月

⑥
年 間
処 理 報

⑦

稼動 日 数

⑧

⑦÷ 3 6 5

⑨

⑥弍②÷の

⑲

" ｣ 考

高 草 瘡 掃 工 場 鳥取市 門 63 7 一 1 8 破 砕
( t/5H )

1 5 0 4 7 8
( tメ年 )

1 5 , 0 4 9
( 日 )

2 9 4 8 1 3 4

向 山 清 掃 工 場 倉吉 ｢h 和旧東町 併 用 5 0 4 8 4 2 , 6 0 5 3 0 0 8 2 1 7

中 侮 処 理 場 米 r h 陰田 れソ 6 0 4 8 8 6 3 2 7 2 8 3 7 8 3 7

。十
併 用 2
倣 砕 1

2 6 0 2 3 9 8 1 2 9 2 8 0 3 2



3 最 終 処 分 地

収集 さ れた廃棄物は 、 物理的 化学的又は生物学的な手段によ り 減量 ･ 安定化 さ れ 、

生活環境の保全上支障の少ない も の と して 自 然の受容能力の中に包含 さ れな ければな ら

たま し 、 。

具体的に は 、 市町村が設置 して い る 廃棄物処理施設か ら排出 さ れる 焼却残灰及び収集

さ れた不燃物を処分す る最終処分場 ( 埋立処分地 ) が必要 と な る 。

市町村が確保 してい る 最終処分場は表 4 3 に示す と お り であ る が 、 今後経済活動の向

上に伴 う 排出 ごみに含まれ る 不燃物の増大及び既設の最終処分場の埋立完了等に伴い新

た な用地確保を検討して ゆ く 必要があ る 。

表 4 3 ごみ埋立地処分地

( 昭和 5 1 年 3 月 末現在 )

①

埋 立 地 名

②

所 在 地

③

土 地

所 有

④

埋 立

場 所

⑤

面 積

⑥

全 体

容 量

⑦

残 余

容 量

③

埋 立

面 積

⑨

備考

高 草
清 掃 工場

鳥取市里仁
6 3 7一 1 8 品 有已 山 間

(艀)

10 , 0 00
触り

1 05, 00O
(【n3)

4 3 , α) O
( t/年)
1 5 , 04 9

江津埋立地 鳥取市江津 〃7 平 地 7, 80 8 2 0, 8 34 O 20, 8 34

晩稲埋立地 " 晩稲 "ヅ んヅ 37 , 73 3 94 , 3 3 2 94, 33 2 O

こ く ふ浄苑
岩美郡国府町

大字岡益
"ツ 山 間 3, 15 2 6 , 000 5 , 8 4 2 1 58

岩 美 町
不燃物捨場

岩美郡岩美町
浦富字城谷

れ7 平 地 10 , 0 (刃 1 8 , 00 0 5 , 000 4, 3 07

河 原 町
ごみ理脊地

八頭郡河原町
大字中井

借 地 山 間 5, 7 00 9 , 6 00 6 , 鉱) O 606

若 桜 町 不
燃物処理場

八頭郡若桜町
錢井 畠 暑 平 地 4,α) O 20, 000 1 3 , 6 46 67 3

佐治 ･用瀬不
燃物処理場

八頭郡用瀬町
馬橋

その他 〃ヅ 5 , 0 00 1 6 , 076 1 , 0 00 7 2 2

焼却灰埋立
処 理 場

気高郡青谷町
大字下池谷

んツ 山 間 1 , α) O 3 000 1 , 0 3 4 466

向 山埋立地
倉吉市

和田東町 品 暑 れソ 6 , 000 1 7, 000 O 3 ,6 85

東伯埋立地
東伯郡東伯町

田越
れヅ 〃7 1 0 ,00O 1 0 0 , 000 92 ,α) O 77 3

不 燃 物
処 理 場

東伯郡赤碕町
帽子取

その他 んソ 1 , 000 1 2 000 4 ,0 00 23 9

夜見埋立地 米子市夜見町 "リ 平 地 12 500 6 2 , 500 O 3 , 002

大 篠 津
埋 立 場

米子市
大篠津町

んツ れツ 1 4 , 000 20 , 000 1 9, 70 0 1 45

中海処理場
米子市陰田 、
砥園町地先 驫 暑 海 面 159, 0 0 O 3 1 8 , 0 0 O 2 50 , 000 16 , 407

- 7 1 -



①

埋 立 地 名

②

所 在 地

③

土 地

所 有

④

埋 立

場 所

⑤

面 積

⑥

全 体

容 量

⑦

残 余

容 量

⑧

埋 立

実 績

⑨

備考

境 港 市
塵芥処理場

境港市渡町
西柳川 品 暑 平 地

(m2)

10 , 6 00
( lnJ )

5 3 000
( rn3)

1 1 , 8 27 性護ろ

佐 陀 川 尻
処 理 場

淀江町大字
佐陀 1 ,4 5 6

んツ -" 1 , 3 9 2 4 , 9 1 6 3 5 6 8 34 0

江 府 町
埋立処分地

日 野郡江府町
大字貝田

その他 山 間 1 , 000 1 , 2 00 1 0 00 6 3

計

覊1 1

麓

山間 8

平地 9

海面 1

2 99′ 88 0 88 1 , 4 0 8 D5 2 , 8 4 9 6 9 , 3 5 8

4 し 尿浄化槽の現状

下水道が普及 して いない地域には従前か ら し尿浄化槽が普及 して い るが 、 特に近年は 、

生活水準の向上を反映し て急激な延び を示 し てお り 、 昭和 5 0年度末には 、 設置数 9, 1 6 3

基 を教 えてい る 。

し か し なが ら 、 し尿浄化槽の放流夏永に よ る 公共の水域の汚染等が問題 と な っ て お り

こ れが維持管理については十分な監視指導体制を整備 して ゆかな ければな ら ない 。

し尿浄化槽の歴年度設置数 、 偽陸所別設置数は それぞれ図 2 2 及 び 2 3 に ブ示す と お り

であ る 。

図 2 2 歴年度 し尿浄化そ う 設置基数

基

9,00 0

8 000

7 000

6 ,000

5 , 00 0

4 ,000

9 , 1 6 3

2 9 9

2 5 47

1 37 3 2 0 5 6

1 3 68

3 000

2 000

6 6 1 8 2 3 1 , O1 000

3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 0 0

策 " "
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し 尿 浄 化 そ う の 現 状

図 2 3 保健所別 し尿浄化そ う 設置数 ( 昭和 5 1 年 3 月末現在 )

9, 1 6 3

　4, 0 0 0

3 , 0 0 0

2 , 0 0 0

1 , 0 0 0

4 1 2

1 9 8 1 5 3

鳥 都 浜 倉 米 根 鳥

取 家 村 吉 子 雨

保 保 保 保 保 保 取

健 健 健 健 健 健

所 所 所 所 所 所 県

第 2 節 産業廃棄物の 現況

近年生産活動の拡大 と 国民消費生盾の向上に よ り 各種産業か ら発生す る産業廃棄物の量

は著 し く 増加 し 、 ま た質的に も 大 き く 変化 し てい る 。 特に不燃性 、 難燃性 、 あ る い は有害

物質を含む等処理困難な廃棄物が毎年増加す る 傾向にあ る 。

こ れ ら産業廃棄物の処理について 、 廃棄物処理法は第一義的に排出事業者の処理責任 を

明定し 、 事業者に その産業廃棄物を 自 ら処理す る 義務を課 してい る 。 ま た 、 都道府県知事

は その管轄す る 区域内の産業廃棄物に関 し総合的な処理。十画 を策定 しな ければな ら ない こ

と と し てい る 。

本県においては 、 こ の規定 を受けて 昭和 5 0 :年 2 月 1 4 日付 けで鳥取県艫業廃棄物処理

。十画 を策定 し 、 次いで これが実施の円滑を期すた め 、 同年 9 月 5 日 産業廃棄物処理計画実

施指導方針 を定めた。

こ の中 で早急に処理対策を講 じ る 必要 のあ る 産業廃棄物 6 品 目 を と り あげ 、 逐次処理体

制の整備 を検討する こ と と し て お り 、 各廃棄物 ご と に処理専門部会を設置 し 、 廃棄物の排

出状況等の実態調査及び処理体制の整備等の検討を重ねてい る 。

- 7 3 一



表 4 4 産業廃棄物専門部会一覧表

産業廃棄物の 種 類 現 状 専 門 部 会

廃 油

( ガン j ン ス タ ン 尺

自 動車整備工場か ら

排出 さ れ る も の )

古 タ イ ヤ

メ ッ キ ス フ ン ヂ、

表面処理 ス フ ッ ヂ

廃 プフ ス チ ノ ク

( 農 業用廃プフスチソク類)

家畜ふん尿

土砂 ･ かれ き 類

( 建設廃材 )

ガソ リ ンスタ ン ド 2 6 4 箇所

自 動車整備工場

自動車整備振興会

3 9 4 箇所

自 動車販売店協会

2 3 箇所

小 口十 4 1 7 "

4 9 年末 自動車保有台数

1 4 8 8 9 6 台

メ ッ キ施設 5箇所

表面処理施設 虹 ′

園芸用 プ フ ス チ ソ ク

1 5 1 4 トとメ月

農業用肥料袋 3 4 0 トンメ月

畜産経営環境保全対策実施
方針

47 u 20農林部長通知

処理希望量 1 , 1 1 4 トシメ月

廃油 古 タ イ ヤ 関係

( 5 0 1 1 1 8 設置 )

メ ッキ ･ 表面処理 ス フ ノ チ関係

( 5 0 1 1 1 9 設置 )

廃プ フ ス チ ノ ク 家畜ふん

尿関係 ( 5 0 1 1 20 設置 )

建築廃材関係

( 5 0 1 1 2 1 没置 )

専 門部会 の 構成

廃油 ･ 古 タ イ ヤ関係

鳥取県経済連自 動車燃料課 、 鳥取県自動車整備振興会 、 鳥取県石油商業組合 ,

鳥取県 自動車 タ イ ヤ商業組合 、 鳥取県バス協会 、 鳥取県 ト フ ノ ク 協会 、

鳥取県乗用 自 動車協会 、 鳥取県自 動車販売店協会 、 環境保全課

メ ッ キ ス フ ッ ヂ ･ 表面処理 ス フ ッ ヂ関係

鳥取三洋電機㈱本社 、 旭鍍金㈱、 鳥取旭工業㈱、 堀鍍金工業所、

環境保全罧 ( 鳥取保健所、 米子保健所 )

廃プフ ス チ ッ ク ･ 家畜ふん尿関係

鳥取県経済連畜産累 、 同 資材課 、 鳥取県農協中央会団地推進室 、 東伯町 , 大栄町、

赤碕町、 農政揉 、 農業改良累、 農産園芸課 、 畜産累 、 環境保全課 ( 倉吉保健所 )

建設廃材関係

岡鳥取県建築士会 , 岡鳥取県建設業協会 、 鳥取県建築連合会 、

鳥取県設計監理協会 、 鳥取県イ ン ブ J ァ事業協同組合 、 鳥取県左官組合連合会

建設省鳥取工事事務所 、 管理課、 建築課 、 営繕課 、 環境保全課
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第 8 章 中小企業者 に 対 す る 融資

⑯ 県では 企業が公害防止施設を設置す る場合に、 企業の公害防止 を側動機助す る
た め 、 昭和 4 6 年度か ら 、 公害防止施設整備に対す る 融資を行 っ てい る 。

表 4 5 鳥取県の公害防止 資金融資制度

対 象 企 業 中小企業者又は事業協同組合等

対 象 施 設 土地、 建物、 構築物、 機械設備

融 資 限 度 額 1 5 0 0 万円以内

償 還 方 法 1 年据置、 5 年償還

融 資 利 率 年 6 5 % ( 保証付の場合 6 , 2 % )

取扱金融機関 商工組合中央金庫鳥取支店

昭和 4 6 年度以降の融資実績は、 表 4 6 、 表 4 7 の と お り であ る 。

表 4 6 中小企業公害防止 資金融資実績

年 度 貸 付 件 数 貸 付 額

4 6 9 件 5 , 0 o 5 万円

4 7 1 0 3 , 9 8 5

4 8 1 0 6 , 7 9 8

4 9 4 6 , 4 5 0

5 0 8 5 , 6 5 5

表 4 7 施設別融資実績 ( 昭和 5 0 年度 )

対 象 施 設 件 数 融 資 金 額

ぽ い じ ん 防 除 施 設 2 作 1 1 5 0 粛

汚 水 処 理 施 設 6 4 5 0 5

。十 8 5 , 6 5 5
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くれ 中小企業設備近代化資金 ( 無利子 ) によ る 融資
　

中小企業近代化資金等助成法によ る 貸付実績は次の と お り であ る 。

表 4 8 中小企業設備近代化資金融資実績

年 度 件 数 金 額 対 象 施 没

4 6 1 体 3 5 o＼○ 千円 / 汚 水 処 理 施 設

4 7 9 2 0 2 3 0
汚 水 処 理 施 設 8
騒 音 防 止 施 設 1

4 8 1 2 2 2 0 汚 水 処 理 施 設

4 9

5 0 1 3 2 0 0 汚 水 処 理 施 設

(3 も 中小企業金融公庫、 国民金融公庫 に よ る 融資

表 4 9 中小企業金融公庫等融資実績

涎涛
4 6 4 7 4 8 4 9 5 0

件

/数/

金

額＼

件

、 数

金

額

件

数

金

額

件

数

金

額

件

数

金

額

中小企業金融公庫 (疋牛
郡

5 0螂Q/ / 8 件
万円

1 1 2 50 4 件 1 8o帶 8 件
稍

1 4 480 4 件
朋

1 4 300

国 民 金 融 公 庫 3 600 8 2 1 20 5 1 8 80 1 3 00 2 3 6 0

/(4) 公害防止事業団によ る 融資 ( 昭和 4 9 年度 )

＼▼

表 5 0 公害防止事業団融資実績

対 象 施 設 件 数 金 額

汚 水 処 理 施 設 3 件 “ 6 o 徳/
悪 臭 防 止 施 設 1 4 1 6 0 0

産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 1 ゑ 6 5 ･0 0

ノイ#＼＼ ノト 者 ぬ , .ト
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第 9 章 公 害 紛争 処理 、 公 害苦情

第 1 節 公害 紛争処理制度 の 現況

-
'

●
野

一

公害 を め ぐ る 紛争 は 、 因果関係の解明が困難な と こ ろ か ら 、 公害紛争の裁判 に よ る 解決

に膨大な時間 と 費用 を要す る のが実情で あ り 、 しか も 、 公害の被害は単 に財産上の被害に

と と ま ら ず 、 人の健康、 生命に及ぶ場合 も 少な く な く 、 又被害者は比較的弱い立場にあ る

一般住民て あ る のか通例で あ る 。

こ の た め 、 罪。公 と は別 に紛争 を早期に解決す る こ と を 目 的に昭和 4 5 :年に公糟≠紛争処理

法 ( 昭和 4 5 年法律第 1 0 8 号 ) が制定 さ れた 。

こ の法律に規定す る紛争処理の方法は 、 あ っ せん 、 捌停、 仲裁並びに裁定 と な っ てお り 、

紛争処理機関は中央機関 と 都道府県機関 と が あ り 、 都道府県の機関については 、 當皿』処の審

査会方式の機関 と 、 紛争処理に あ た る べ き 候補者を あ ら か じ め委嘱 してお く 名 簿左童 と が

あ る o 匪生寒杏丞貝儲絨= を 一副本県の場合は 、 名簿方式を採用 し 、 公害審査委員 者 1 3 を滋良き 、 公害紛争事件が

申請 さ れた場合は 、 知事が候補者の 中か ら 3 人の委員 を選任 し 、 公害紛争の処理に あ た る

体制 を と っ てい る 。

昭和 4 9 年度及び昭和 5 0 年度に は公害紛争事件の申請は なか っ た 。

第 2 節 公害苦情処理状況

公害苦情受理状況 ( 県 、 市町村受理分 )

( 1 ) 昭和 5 0 :年度にお け る本県の公害苦情の受理状況は 、 総数で 2 6 4 件(新規受理分 207

件、 前年度か ら の未解決に よ る 繰越分 5 7件 ) であ り 、 昭和 4 9 年度の総数 3 8 5 件 (新

規受理分 2 7 3 件、 前年度か ら の未解決に よ る 繰越分 1 1 2件) に比べて 1 2 1 f権妙、している。

@) 公糟f苦情種類別受理件数 ( 新規受理 ) は 、 次の と お り で あ る 。

表 5 1 年度別公害苦情受理状況 ( 新規受理 )

公渚ゆ種湧類ト＼＼年度 昭和46年度 昭和47年度 昭和48年度 昭和49年度 昭和50年度

大 気 汚 染 3 7 件 3 2 件 2 2 件 3 3 件 4 1 件

水 質 汚 濁 9 6 9 2 1 0 7 6 1 5 4

騒 音 4 9 ･ 4 0 4 8 5 6 3 9

振 動 3 4 3 6

悪 臭 8 3 8 2 1 0 9 8 1 3 7

土 じ ょ う 汚 染 1 1 3 3 1

そ の 他 1 9 4 0 3 7 3 6 2 9

。十 2 8 8 2 8 7 3 3 0 2 7 3 2 0 7

-- 7 7 -‐



公害の種類別苦情は 、 昭和 5 0 年度新規受理件数中て は水質汚濁が最 も 多 く 5 4 件

( 全体の 2 6 % ) 、 続いて大気汚染 4 1 件 ( 2 0 % ) 、 騒音 3 9 件 ( 1 9 % ) 、 悪臭

3 7 件 ( 1 8 % ) 、 そ の他 2 9 件 ( 1 4 % ) 振動 6 件 ( 2 % ) 上 し ょ う 汚染 1 件

( 1 % ) の順 と な っ て い る 。

(鋤 新規受理件数の多 い市町村は 、 昭和 5 0 年度て は 、 鳥取市 4 0 件 ( 前年度 7 9 件 )

を最高に 、 米子市 3 5 件 ( 前年度 3 9 件 ) 、 倉吉市 2 5 件 ( 前年度 3 3 件 ) 、 日 吉津

村 2 5 件 ( 前年度 3 7 件 ) の順 と な っ てお り 全市町村 と も 前年度よ り 減少 して い る 。

( 表 5 3 、 5 4 )

2 公害苦情の処理状況

昭和 5 0 年度にお け る公害苦情件数 2 6 4 件中 、 解決 し た も の 2 1 5 件て解決率は 8 1

% ( 新規受理件数 2 0 7 件中 、 解決 した も の 1 7 1 件て解決率 8 3 % ) と な っ て い る 。

( 表 5 2 )

昭和 5 0 年度において未解決のた め昭和 5 1 年度に繰 り 越 さ れた苦情件数は 4 9 件て

あ る 。

表 5 2 昭和 5 0 年度公害苦情 ( 新規受理分 ) 種類別処理状況

公生の潅、類~、、区 分 受 理 件 效 A 解決 し た件数 B 解決率 ( 疊
大 気 汚 染 4 1 件 3 7 件 9 1 %

水 質 汚 濁 5 4 3 4 8 1

騒 音 3 9 3 1 7 9

振 動 6 5 8 3

悪 臭 3 7 2 9 7 8

土 じ ょ う 汚 染 1 1 1 0 0

そ の 他 2 9 2 4 8 3

。十 2 0 7 1 7 1 8 3

3 公害の種類別発生源別内訳

大 気 汚 染 -- 苦情件数 4 1 件中 日本パルプ工業か ら の るまい じ ん被害苦情が 2 3

件 ( 全体の 5 6 % ) を 占 め て い る 。

水 質 汚 濁 -水産食料品工場か ら の排水及び畜産排水が主にな っ て い る 。

騒 音~ ク リ ー 【 ン グ タ ワ ー騒音、 工場の機械騒音が主にな っ て い る 。

振 動 - 鋼材、 原木の搬入、 積みおろ しの と き の振動が主にな っ てい る 。

悪 臭 一‐ 苦情件数 3 7 件中畜産業に餅 う 苦情が 2 4 件 ( 全体の 6 5 % ) を

占め てい る 。

土 じ ょ う 汚染 一家具製造工場か ら の廃液 ( 5接着剤 ) が田へ流入 し た事例で あ る 。

そ の 他 - 産業廃棄物、 一般廃棄物の放置、 不法投棄が主にな っ て い る 。
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表 5 3 昭和 5 0 年度公害苦情受理処理件数 ( 県 、 市町村別 )

鳶デモ
受 理 件 数 処 理 件 霧医ノ ＼

計 新規受理 繰越 分 計 解 決 繰 越 分

県 ( 保 健 所 ) 3 6 2 8 8 3 6 3 3 3

鳥 取 市 4 0 4 0 4 0 4 0

米 子 市 3 9 ( ＼ 3 5 4 3 9 @, 1 2

倉 吉 市 3 1 2 5 6 3 1 2 7 4

/ 境 港 市 1 3 ⑬ 3 1 3 1 0 3

国 府 町 1 1 1 1

岩 美 町 2 2 2 1 1

郡 家 町 4 3 1 4 4

船 岡 町 1 1 1 1

八 東 町 1 1 1 1

用 瀬 町 1 1 1 1

智 頭 町 6 1 5 6 5 1

鹿 野 町 4 4 4 4

青 谷 町 5 5 5 5

泊 村 3 3 3 3

三 朝 町 1 1 1 1

関 金 町 4 2 2 4 4

北 条 町 1 3 1 1 2 1 3 6 7

東 伯 町 4 / 4 一 ＼4 ＼＼ 3 1

/ 西 伯 町 5 3/ 2 5 ＼~4 1

会 見 町 1 1 1 1

日 吉 津 村 2 9 2 5 4 2 9 2 3 6

淀 江 町 5 4 1 5 5

大 山 町 3 3 3 2 1

名 和 町 1 0 1 0 1 0 9 1

日 野 町 1 1 1 1

日 南 町 1 1 1 1

市 町 村 話 2 2 8 1 7 9 4 9 2 2 8 1 8 2 4 6

合 計 2 6 4 2 0 7 5 7 2 6 4 2 1 5 4 9

一 7 9 一
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表 5 4 昭和 5 0 年度公害苦情 ( 新規受理分 ) 種類別件数

,球 合。十 。十
大気

汚染

水質

汚濁

土 し

走染
騒音 振動 悪臭

地盤

沈下
。十

産業

廃棄
物 廃物繁

そ の

他

県

(保健所 )
2 8 2 4 3 9 1 1 1 4 2 2

鳥 取 市 4 0 3 9 6 6 1 4 1具 1 2 T具 1

米 子 市 ⑱ 2 1 2 6 9 1 3 1 4 T4 3 1 0

倉 吉 市 2 5 2 4 1 1 0 1 0 2 1 1 1

境 港 市 ⑲ 9 2 3 1 2 1 1 1

国 府 町 1 1 1

郡 家 町 3 3 1 2 ll

用 瀬 町 1 1 1

智 頭 町 1 1 1

鹿 野 町 4 3 2 1 1 1

関 金 町 2 2 2

北 条 町 1 1 9 5 2 2 2 2

西 伯 町 ◎ 3 2 1

会 見 町 ① 1 1

日吉津村 @う 2 5 2 3 1 1

淀 江 町 処 4 1 2 1

大 山 町 ◎ 3 2 1

名 和 町 へ巴 5 3 1 1 5 5

市町村。十 1 7 8 1 5 4 3 8 4 5 1 3 8 6 2 6 2 4 8 3 1 3

合 計 2 0 7 1 7 8 4 1 5 4 1 3 9 6 3 7 2 9 1 0 5 1 4

｣
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第 2 部 鳥取県を美 し く す る運動

1 鳥取県を 美 し く す る 運動

県民のすべてが健康で文化的な生活を営 むた め には 、 生活環境を清潔で 快適な も の に

す る 必要があ る 。

幸い に し て 、 本県は比較的公害及び 自然環境の破壊が少な い県 と いわれて い る が、 最

近で は経済活動の活発化及び生活様式の多様化に伴 っ て 、 廃棄 さ れ る ごみの質並びに量

が共に変化 し 、 特に海岸、 公園 、 観光地等公共の場所て は投棄 さ れた ご みが問題 と な っ

てお り こ の ま ま放置で き な い現状で あ る 。

投棄の実態は主 と し て 一般家庭か ら 排出 さ れ る 一般廃棄物の ほか、 事業活動に伴 っ て

発生す る 産業廃棄物の投棄 も 遂年増加の一途を た ど っ て い る 。

こ みの ない清潔な生活環境づ く り は 、 我々 県民に課せ ら れた義務で あ り 、 県、 市町村

の積極的な施策 と と も に 、 県民一人一人の正 し い理解 と 協力 を得て 、 強力 に推進 し てゆ

く 必要があ る 。

こ のた め 、 昭和 4 6 年か ら 市町村及び各種関係団体の協力 の も と に 、 ｢鳥取県を美 し

く す る 運動｣ を実施 し 、 県民の環境保全意識を高揚 し 、 河川、 湖沼、 海岸等公共場所か

ら ごみを一掃す る運動を展開 して来た 。

昭和 5 0 年度の事業実施結果は次の と お り で あ る 。

円 運動期間 昭和 5 0 年 9 月 2 0 日 ~ 1 0 月 1 9 日

( 2) 運動内容

1 ) 広報活動

ポ ス タ ー を 1 , 0 0 0 枚作成 し保健所、 土木出張所、 市町村及 び参加団体に配布 し 、

併せて市町村広報紙 に運動の主旨を掲載す る と と も に、 有線放送等を通 じて運動へ

の参加 と 意識の高揚 を図 っ た 。

2 ) 美化運動推進関係者等に よ る ご み一掃総点検パ ト ー ルを実施 して啓 も う につ と

め た 。

3 ) 船岡町ほか 2 か町 を美化推進モ ブル地区に指定 し 、 県費補助金 を交付 し各種の美

化実践活動を奨励 し た 。

4 ) 市町村 と 保健所環境衛生指導員に よ る 不法投棄 ごみの実態調査を実施 し 、 表 5 5

の結果 を得た 。 更に警察の協力 を得て不法投棄者の監視取締指導パ ト ロ ー ル を実施

し た 。

一 8 1 -



表 5 5 不法投棄場所実態調査 ( 昭和 5 0 年 1 0 月 )

市 町 村 数 不法投棄力所数 投 棄 量 一 般 廃 棄 物 産 業 廃 棄 物

2 5 1 1 7 8 0 0 ト ン 4 7 6 ト ン 3 2 4 ト ン

5 ) 期間中 2 1 市町村か不法投棄場所か ら の こ み除去 を 、 ま た 2 9 市町村が 、 こ み容

器及 び立札 を設置 し た 。

なお 、 市町村にお け る 美化活動参加人員 こ み の処理量及 び所要経費は表 5 6 の と

お り で あ る 。

表 5 6 鳥取県を 美 し く す る ( 美化運動 ) 実施状況 ( 昭和 5 0 年度 )

実 施 市 町 村 美化活動参加人員 投棄 こ み 処 理 量 所 要 経 費

全 市 町 村 1 0, 7 3 8 メ人 1 , 0 5 1 ト ン 3 0 8 1 4 9 0 円

2 環 境 週 間

昭和 4 7 年国連総会において毎年 6 月 5 日 を ｢世界環境ブ - ｣ と す る こ と か決議 さ れ、

こ れ を受け て我が国において も 、 こ の 日 を初 日 と す る ｢環境週間｣ が設定さ れた 。

こ の週間は 、 環境問題に対す る 認識 を深め 、 公害防止 や自 然環境保全を強力に推進す

る た め の全国運動 を展開す る も の て 、 本県において も 、 こ の趣旨に沿 っ て市町村及 び各

種関係団体の協力 の も と に多彩な行事 を実施 し 、 環境保全 についての意義 を広 く 県轆引こ

普及 し 、 啓 も う に努め る た めの い ろ い ろ の連動 を展開 し た 。
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表 5 7 昭禾㈱年度 ｢環境週間J 行事実施状況一覧表 鷺和哉 o 簾 7 月 2 日
行 事 名 実施主体 協 力 行 事 内 容 行 事 成 果 備 考

環境週間
のポ ス タ

一 配 布

市 町 村
広 報

鸚 断 禁

研 修 会

。己念集会

環 境 点
検 整 備

立 入 検
査 指 導

県
市町村

中町村

市驫

県

市町村

県

県

讓

禰

環境庁ポスタ ー 7 0 0 枚を市

町村、 保健所、 土木出張所、

衛研、 警察署等に配布。

環境庁ポス タ ー ( 水質保全局

管理課 ) 1 0 0 枚 を

県水産課 ( 水産関係団体 )

"河港課(土木出張所) に配布

郁殺駝放送 1 9市鯛村て実施延 79 回

広報車 1 3 市岡怖･粍実施延 22 回

広報紙 1 9 市町村で実施延 25 回

大山 ( 管理事務所 ) 、 砂丘

( 福部村 ) に " だれがす る あ

な たの ゴ ミ の後始末 " を掲示。

そ の他役場前等に 3 市町が

掲示 し た 。

県、 市町村の公害担当職員

を対象 と し た公害防止に関す

る研修 を実施 し た 。

環歩翹呆針員期係団体、 町内会等に

よ る 環境問題に対する意見交換

県下主要事業所に対 し 、 公

害防止施設、 測定器等の点検、

整備、 ばい煙、 排水等の 自主

検査及び環境整備についての

呼びかはを行 っ た。

水質関係 1 8 0 事業所

大気関係 1 1 2 事業所

に対 し文書で依頼。

主要工場に対して立入検査を

翹庖 (大気、 水質、廃棄物関係)

. 成果について不詳

6 月 1 8 日 開催 し 、

延 6 2 名 が参加

7 市町村で集会を

延 2 7 8 名以上参加

成果について不詳

3 鯨事業所 に立入

検査を行 っ た 。
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行 事 名 期主体 協 力 行 事 内 容 行 事 成 果 備 考

公害発生

源 捌 査

交通公害
環境調査

不法投棄
の 監 視
取 締 り

整備不良
車の監視
取 締 り

海水浴場
環境調査

ごみ持帰
り 運 動

河川 、 海
岸並 び に
公共場 所
を き れ い

にする運動

市町村

県
市

リ鼈利部

県警本
部陸運
事務所

県

県

市町村

I

l - l

公害か発生 し て い る現状の

は握 と ご み不法投棄場所の点

検及び こ みの除去。

交通ひん繁地区仏おけ る 、

大気騒音調査を行っ テ 。

県下一円で不法投棄の監視

取締 り を行っ た 。

整備不良車のい っ せい取締

り を行っ た 。

海水浴場の水質検査

観光地において 、 交通機関、

観光客に当連動を呼ひかけた 。

( 観光協会、 旅館組合等 2 6
カ 所に文書で呼ひかけ 。 )

海岸、 河川、 湖沼並びに公

共場所のい っ せい清掃を し た 。

o 事業所点検

2 1 市町村て 実施

{ 水質関係 3 2 事薪所 }
大気関係 2 7事範所

点検

o 不法投棄場所点検

2 2 市町村て実施

延 1 2 4 1 t の コ

ミ を 除去

3 市 1 3 地点て延

4 日 間 6 5 回測定、

他 に 自動測定 3 、 結

果は大気騒音 と も に

基隼 を下回 っ た 。

I

l

l

＼ 件数 人員

検挙 2 3

警告 b 7

。十 8 1 0

県内 2 地区で

検査台数 1 4 8 台

内警告台数 1 9 台

県下 2 0 杓餓鰡湯て、

瓱溌痕熟 PH、 油分、 C

OD、 大腸菌群数5項

目 について検査 した 。

結果は、 1 フ加所環境基

準を こ え る も のかあ

っ ずし か他は全て通

成果について は不詳

2 1 市町村で実施

延 4 6 7 9 名参加

●
●

‘l
d!
I

II
L
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廃 棄 物

処 理
水 濁 法

砂 利

採 取 法
河 川 法

と 畜

場 法

自 然

公 園 法

漁 業

法 等
消 防 法 累 。 十 前年同期

f′ r 人
メゾ

人 f′ l 人 ‘′r 人 件 人 皆 人 件 火 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人

た 1 11 3 11 4 2 2 2

取 6 8 6 8 1 2

家 1 3 1 3

頭 2 1 2 1 1 2

村

吉 2 2 1 1 3 3

橋 4 6 4 6 1 l

子 1 1 5 3 3 1 1ム 1 5 9 1 5 1 6

港 3 5 3 5

口 1 1 1 2 1 1 1

坂

計 2 4 2 1 6 4 5 4 4 6 1 3 4 0 3 8

同 期 1 6 1 8 3 3 1 2 1 1 , 2 1 2 4

累 。 十 前年同期

　　　　　 　 　 　 　　 　 　　 　 　 　 　
T た 節 2 2

鳥 取 6 8 6 8 1 2

郡 家 1 3 1 3

智 頭 2 1 2 1 1 2

浜 村

倉 吉 2 2 1 1 3 3

八 橋 4 6 4 6 1 1

米 子 1 1 5 3 3 1 1 1 5 9 1 5 1 6

境 港 3 5 3 5

溝 口 1 1 1 2 1 1 1

黒 坂

累 計 2 4 2 1 6 4 5 4 4 6 1 3 4 0 3 8

前 年 同 期 1 6 1 8 3 3 1 2 1 1 , 2 1 2 4

資 料

う



2 主 な 検挙事例

1 水質汚濁事犯

署名 検挙月 日 適用法令 事 犯 の 概 要

1 署 5 0 7 3 1 水質汚濁防

止法

常時 1 3 0 0 頭~ 1 7 0 0 頭 を 飼育す る 大手の養豚業

者が長期間にわ た り 、 生物化件 的酸素要求量、 伴遊物

質量にかか る 排水基準 を大 き く 上回 る 排出水 を 日 本海

に流 入す る 二級河川、 術生川 にた れ流 し て い た も のて

あ る 。

Y署 5 0 9 2 4 水質汚濁防

止法

廃棄物処理

法

地下浸透方式に よ り 排水処理 し て いた養豚業者 の 、 浸

透能力が限界 に達 し処理不能 と な っ た に も かかわ ら ず

特定施設の使用届出 を怠 り 長期間末処理のふん尿を 農

業用水路 を経て 中海に排出 し て い た も のて あ る 。

K署 5 0 8 1 5 水産賣源保

護法 参事ムー畿熟教化粂盪簗群突撃
類を囃死 さ せた も の て あ る 。

廃棄物事犯

署名 検挙月 日 適用法令 事 犯 の 概 要

I 署 5 0 6 1 3 廃棄物処理

法

勤務先よ り 生 し た 自動車取換部品伝票等タ ン ボ ー ル箱

( 3 0 c m大 ) 3 個分を廃棄物処理。十画区域内の岩美郡

福部村場山ず高浜地内の砂丘保安林 に不法投棄 し た も

の で あ る 。

T署 5 0 7 3 1 廃棄物処理

法

廃棄物の処理。十画区域内の 鳥取市湖 山町地内 に建築廃

材の木屑、 こ み等約 1 2 0 kg を投棄 し た も の て あ る 。

C署 5 0 6 1 1
河川法施行
令
廃棄物処理
法

智頭町大字市淑地内旧国道沿いの千代川河川敷内 に食

鶏のあ ら 、 羽毛等約 1 ト ンをみだ り に捨てた も のてあ る 。
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署名 検挙月 日 適用法令 事 犯 の 概 要

K署 5 0 1 1 2 7 河川法施行
令

廃棄物処理
法

廃棄物の処理。十画区域内で あ る 倉吉市天神町地内の 1

級河川天神川河川敷の河原に古新聞 、 割 り るま し袋等約

5 0 kg を み だ 明こ投棄 し た も ので あ る 。

Y 署 5 0 7 1 5 廃棄物処理

法

広島市内の産業廃棄物処理業者が鳥取、 島根両県内で

石油給油所か ら 出 る 廃油等 を無許可で収集 し 、 広島 ま

で運搬 して いた も の で あ る 。

M署 5 0 5 2 0 河川法施行

令

廃棄物処理

法

廃棄物の処理。十画区域内で あ る 日野郡溝口町父原地内

の野上川河川敷内 に前後 1 2 回 に わた り 、 家屋の解体

に よ っ て生 じ た 、 土 、 木片等約 1 0 ト ン を みだ り に投

棄 し た も の で あ る 。

S 署 5 0 5 2 9 廃棄物処理

法

廃棄物の処理計画区域内で あ る境港市小篠津町地内国

有地の空地に ダ ン ボ ー ル箱、 空缶等約 2 0 0 kgを みだ

り に投棄 し た も の で あ る 。

3 公 害苦情処理 状況

態 様

処理状況 大気汚染 水質汚濁 土壌汚染
騒

振動 地盤沈下 悪臭 その他 口T

4 9 年 苦 情 受 理 件 数 1 2 9 5 1 8 4 4

5 0 年 " 2 1 7 9 8 4 5

処理状況(5 0年)
話合いの あ っ せん 1 3 1 5

警 告 1 2 2 1 2 1 7

他 機 関 へ 通 報 4 2 5 2 1 3

検 挙 3 2 4 9

措 置 不 能 1 1

検 討 ( 処 理 ) 中

@県警防犯課調べ )
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